
参考資料

管 理 徴 収 班

県税の徴収・収納管理事務に関すること。
地方税回収機構に関すること。
県税の集中消込に関すること。
県税の過誤納還付金に関すること。

課 税 第 二 課

第 一 Ｇ

第 二 Ｇ

課 税 第 一 課

第 二 Ｇ

不動産取得税、個人事業税、狩猟税の賦課に関するこ
と。

長 崎 振 興 局
税 務 部

県税窓口収納事務、納税証明事務、過誤納金還付事務に
関すること。
局・部間の連絡・調整及び庁舎管理に関すること。

管 理 Ｇ

第 二 Ｇ
県税の滞納整理に関すること。
地方税回収機構に関すること。

県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、産業
廃棄物税の賦課に関すること。

家屋評価に関すること。
鉱区税の賦課に関すること。

自動車税（環・種）の賦課に関すること。

課 税 班

企画・ふるさと
納 税 班

市 町 税 政 班

第 一 Ｇ

県税の滞納整理に関すること。
地方税回収機構に関すること。

第 三 Ｇ

１４　税務機構等

　(1)　税務機構及び事務分掌

本 庁 税 務 課

県税総合情報管理システムの維持管理、運用に関すること。
県税の新たなシステムの開発、維持管理、運用に関すること。

県税システム班

市町村税及び地方交付税に関すること。
固定資産評価審議会に関すること。
災害時の罹災証明に関すること。

歳入歳出予算に関すること。
県税に係る条例・規則等の改廃に関すること。
税務広報、租税教育推進協議会に関すること。
地方消費税に関すること。
ふるさと納税（個人版）に関すること。

県民税、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、県民税利子割、
事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税(種別割・環境性能割)、
軽油引取税、不動産取得税、鉱区税、狩猟税、産業廃棄物税に
関すること。

納 税 課

法 人 課 税 課

調 査 Ｇ
法人の調査に関すること。
外形標準課税の調査に関すること。

第 一 Ｇ
法人県民税・事業税（長崎振興局管内）、県民税利子
割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割の賦課に関
すること。

第 二 Ｇ
法人県民税・事業税（県央・県北・五島・壱岐・対馬振
興局管内）の賦課に関すること。

県税の滞納整理に関すること。
地方税回収機構及び個人県民税の直接徴収に関するこ
と。

第 一 Ｇ
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１４　税務機構等

　(1)　税務機構及び事務分掌

島 原 出 張 所

滞納整理に関すること。
地方税回収機構に関すること。

管 理 班

第 一 班

滞納整理に関すること。
個人県民税に関すること。
地方税回収機構に関すること。

県 北 振 興 局
税 務 部

第 三 班

不動産取得税(原始分)、自動車税、自動車取得税の賦課
に関すること。

県民税利子割、ゴルフ場利用税、狩猟税、産業廃棄物
税、個人事業税、不動産取得税(承継分)、軽油引取税の
賦課に関すること。

納 税 課

納 税 課

課 税 課

県 央 振 興 局
税 務 部

県税窓口収納事務、納税証明事務に関すること。
県税の申告書等の受付事務に関すること。
身体障害者等に対する自動車税（環・種）の減免申請及び住宅用
土地等の取得に係る不動産取得税の軽減申請に関すること。
軽油引取税の課税免除に係る免税軽油交付申請等に関すること。

滞納整理に関すること。
地方税回収機構に関すること。

課 税 課

第 一 班

第 二 班

第 一 班

不動産取得税(原始分)、自動車税（環・種）の賦課に関
すること。

県税窓口収納事務、納税証明事務、過誤納金還付事務に
関すること。

第 一 班

第 二 班

管 理 班

第 二 班

県民税利子割、ゴルフ場利用税、狩猟税、産業廃棄物
税、個人事業税、不動産取得税(承継分)、軽油引取税の
賦課に関すること。

県税窓口収納事務、納税証明事務、過誤納金還付事務に
関すること。
局・部間の連絡・調整及び庁舎管理に関すること。

第 二 班
滞納整理に関すること。
地方税回収機構に関すること。

第 三 班
滞納整理に関すること。
地方税回収機構に関すること。

滞納整理及び個人県民税に関すること。
地方税回収機構に関すること。
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１４　税務機構等

　(1)　税務機構及び事務分掌

課 税 班 県税（個人県民税除く）の賦課に関すること。

五 島 振 興 局 税 務 課

納 税 班

対 馬 振 興 局 税 務 課

壱 岐 振 興 局

県税窓口収納事務、納税証明事務、過誤納金還付事務に
関すること。
県税の滞納整理及び個人県民税に関すること。
地方税回収機構に関すること。

税 務 課

県税（個人県民税除く）の賦課に関すること。

県税窓口収納事務、納税証明事務、過誤納金還付事務に
関すること。
県税の滞納整理及び個人県民税に関すること。
地方税回収機構に関すること。

課 税 班

税 務 班

県税窓口収納事務、納税証明事務、過誤納金還付事務に
関すること。
滞納整理に関すること。
県税の賦課に関すること。
地方税回収機構に関すること。

納 税 班


